
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

住民票の写し等を交付する機能を有する端末機器を用いた場合の証明書等の

交付に係る手数料の額を改定し、宅地造成等規制法の一部改正に伴い、土石の

堆積に関する工事の許可の申請に係る手数料の新設等を行い、及び建築基準法

の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。 

議案第１７２号 

 

川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 

            令和 ６ 年１１月２６日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する

条例 

川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例（平成２４年川崎市条

例第６６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「以下同じ。）の」を「）において」に改め、「にお

いて衛生工学又は水道工学に関する学科目」を削り、「、２年」を「、３年」

に改め、同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同項第４号を同項

第３号とし、同項第５号中「第１号、第３号及び第４号」を「前３号」に改め、

「土木工学以外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「相当する

学科目」を「相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課

程を除く。）」に、「第３号に」を「第２号に」に、「、第４号」を「、前号」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号を同項第５号とし、同項第７号を

同項第６号とし、同条第２項中「１，０００立方メートル」を「１０，０００

立方メートル」に改め、「「２年以上」とあるのは「１年以上」と、同項第２



号中」を削り、「同項第３号」を「同項第２号」に、「同項第４号」を「同項

第３号」に、「同項第５号」を「同項第４号」に、「同項第６号」を「同項第

５号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 水道法施行令の一部改正に伴い、専用水道における水道技術管理者の資格要

件を改めるため、この条例を制定するものである。 


